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大規模地震の発生等に伴う緊急時の対応 

相模原市立串川小学校 

   

本校では、大規模地震発生に伴う緊急時の対応について、相模原市地域防災計画に基づき、次のよ

うに対応します。 
市域のいずれかで震度５強以上の地震発生時は連絡がなくても引き取りに来てください。引き取り

者は、「引き渡しカード」に記載のある方のみです。 
 

地震発生の場合 

地震発生の場合 状態 適応行動 

大規模地震発生！

（市域のいずれかで 

震度５強以上） 

 

 

 

在宅中 ○連絡があるまで、自宅待機をする。 

登下校中 ○児童は、安全な場所に避難する。 

・児童は、カバンや手荷物をその場におき、頭を保護して避 

難する。自動販売機・ブロック塀・崖・電柱などのそばは

避ける。 

・地震が静まり、歩けるようになったら、安全な広い場所

（畑、公園、空き地など）や地区避難所に避難する。 

・大人（駐在所員、消防署員、保護者、教師、見守り隊、 

近所の人など）が来たら、その人に従う。 

・対応した大人は、より安全な場所や地区避難所に誘導し、 

その後、学校へ状況を連絡する。 

・児童が自宅に戻った場合は、学校に連絡をする。 

在校中 ○相模原市全体で防災体制に入る。 

・「学校メール等」で連絡がなくても、「ひばり放送」「テ

レビ・ラジオのニュース」などの伝達内容で判断し引き

取り行動を開始する。 

・授業は打ち切りとなり、安全な場所に避難する。 

・学校は臨時休業となる。 

・児童は引き取り者へ引き渡すまで学校で保護する。 

・防災上のルールで車での引き取りはできない。 

・集合場所は、基本的には校庭であるが、状況により体育館

や各教室になることもある。 

 ※南海トラフ地震臨時情報が発表された時（串川小学校は土砂災害警戒区域近接学校です） 

・正確な情報の把握をしつつ平常授業を継続します。 

・南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合は、臨時休校となります。 

・南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された場合は、南海トラフ地震情報等を随時確認

し、平常授業を行います。状況によっては臨時休業になることもあります。 

 

〔学校で保護する場合〕                         

  ○引き取り者が来校できない場合  ○家庭に被害がある場合          

○余震による被害が予想される場合    

○引き取り者の判断がつかない場合 

    ○通学路に被害がある場合 

 


